
　森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第３４条第３項により、森林環境譲与税の使途に関する事項について以下のとおり公表する。

対象年度 ： 令和 6 年度

うち森林環境譲
与税

うち基金取崩額 うち他の財源

（千円） （千円） （千円）

・

・ 会計年度職員の雇用 ・ 会計年度職員１名雇用

・ 森林状況確認のための公用車１台維持管理 ・ 公用車１台リース料、燃料費等維持経費

・ ・ 搬出経費補助　　　　8213㎥

・ 下刈（～10年生）　　18.15ha

・
・ 間伐施業面積　4.42ha　　　材積　414㎥

・ ・ 事業箇所　7箇所　　420本

・ ・ 事業箇所　5箇所　　140本

・ ・ 事業路線　4路線　

・
・ 人材育成や確保のための研修、講習の開催

・ 担い手確保のための情報発信

・
・ 新規林業従事者　　1名

・
・ 交付対象者　2名

林業機械（林内作業車等）導入

・
・ 交付対象者　37名

・ ・

・ 誕生祝品製作数　50セット

贈呈数　　　　　　　26セット

・ ・ プロジェクト対象　　183ha

・ ・ 新築物件　38棟　小国材利用　471.9㎥
250

地域材の需要拡大を図るため、一般住宅等の新築に対し補助
を行う。0

人材育成・担い手確保対策 阿蘇地域林業担い手対策協議会負担金

0 0
小国町町有林をベースに、J-クレジットを創出することで、計画
的な森林整備の継続性とカーボンニュートラルの実現に寄与す
る。

0 0

地域材普及と木と親しむ環境整備の一環として、町内に居住す
る１歳児に対し、木製の誕生祝品の贈呈し、森林や木材に触れ
てもらう機会の創出を実施。

0 0

町内林業従事者（一人親方組合員）が購入する林業機械に対
する支援。

2,691 2,691 0 0

林業一人親方が安心で働ける環境を整備するため、福利厚生
の加入促進とその経費に対し支援を行う。
　　・林退共への加入経費支援
　　・安全装具の導入支援

私有林整備 隣地安全対策立木等撤去事業 949

私有林整備 林業振興事業 1,500 1,042 0

林業担い手確保のための情報発信や人材育成と技術向上を目
的に活動する、熊本県、阿蘇地域７市町村、管内の林業事業体
で構成される協議会への負担金。

豪雨等で被災した森林作業道のうち、簡易な補修を行うことで
機能回復するものに対する支援（Jクレ、寄付金と併用）。

0 201
気象災害による家屋への倒木被害等を防ぐとともに、森林の公
益的機能の維持を図る。

誕生祝品の製作管理（検品）、事業運営の業務委託

林業従事者の育成 林業担い手雇用促進支援事業

私有林整備 再造林支援事業

事　業　区　分 事　　業　　名

意向調査の準備作業、森林整
備の準備作業

意向調査の準備作業、森林整備の準備
作業

0私有林整備 289

0

0

町内の林業事業主体が雇用する新規林業従事者の雇用経費
と作業指導に対する支援。

実　　　　績事　　業　　内　　容

6,471 6,471 0

・ 過去の施業履歴等の情報追加、森林経営計画の情報更新林地台帳システムの情報更新作業委託、森林GIS通信サービ
ス使用料

事　　業　　総　　額　（千円）

小国町における森林環境譲与税に関する使途の公表について

0

1,549 1,549 0 0

8,240 8,240 0 0

森林資源を確実に循環し持続的な機能維持を図るため、主伐
に係る経費の一部、国庫対象とならない林分の下刈り施業経
費の一部支援。

林業従事者の育成 新規林業担い手育成支援事業 1,238 1,238 0

普及啓発関係 小国町J-クレジット創出プロジェクト 995 995

普及啓発（木育） 小国町ウッドスタート事業 924 924

普及啓発関係 小国材利用普及促進事業 5,900 5,650

生産性が低い若齢林に対し、適切な森林整備を進めるため、対
象となる林分の施業費へ一部支援することで、林業担い手の施
業確保と森林整備の加速化を狙う。

私有林整備 若齢林間伐促進事業 414 414 0

町道沿線立木安全対策事業 1,789 1,500

748

林業従事者の育成 林業担い手機械導入支援事業 1,325 1,325

住宅、道路、電線等の近傍にある森林の危険木を除去し、森林
の健全化と公益機能の維持増進を図る。

458



　森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第３４条第３項により、森林環境譲与税の使途に関する事項について以下のとおり公表する。

対象年度 ： 令和 6 年度

うち森林環境譲
与税

うち基金取崩額 うち他の財源

（千円） （千円） （千円）

事　業　区　分 事　　業　　名 実　　　　績事　　業　　内　　容

事　　業　　総　　額　（千円）

小国町における森林環境譲与税に関する使途の公表について

・ ・ 原木しいたけ生産者　41名

・
・ 新規免許取得者　　3名

・ ・

・
・ 新規免許取得者　　3名

・ 今後、事業が増大すると予想される市町村森林経営管理事業
や私有林整備等に備えた積立

・ 町立保育園建替えに係る費用への積立

58,551 57,353 0 1,198

・ 今後、森林整備の底上げを図るためには、森林所有者情報の基盤となる林地台帳の情報更新及び維持が重要であり、発展的な情報基盤の構築を行う。

・

・

人材育成 無人航空機操縦士の育成 720 720 0 0

二等無人航空機（ドローン）操縦のための国家資格を取得し、
森林巡視の効率化等を目指す。

狩猟免許取得に係る費用を助成し、ニホンジカの食害による森
林への被害減少を目指す。

私有林整備 特用林産振興事業 1,714 1,714 0 0
人工・天然林のクヌギ林の保全を促すため、椎茸生産経費の一
部支援を行い、事業継続化を図ることで、資源の循環利用と国
土保全を目指す。

0

地域材普及と木と親しむ環境整備の一環として、二十歳を迎え
る者に対して、木製の記念品を贈呈し、森林や木材に触れても
らう機会の創出を実施。

記念品ハンガー
52本

森林資源の循環を図るために主伐材の搬出経費の支援、豪雨等による被害のあった森林作業道の機能回復を行い、森林整備を行うための基盤整備を行った。

人材育成 狩猟免許取得費補助金 59 59 0 0

普及啓発（木育） 二十歳の集い記念品

21,673 21,673 0 0小国町森林環境譲与税基金積立

合計

・ 木育活動の一環として、町内１歳児に対し誕生祝品を贈呈を行い、木材利用を通して森林の公益性について啓発していくことができた。税導入における
効果（総括）

これまで支援の届かなかった搬出経費や下刈、経営条件の不利な森林への助成、また林業従事者の労働力確保への支援を行い、森林整備基盤の底上げを図った。

400 400

基金積立


